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平成29年９月橋本市議会定例会会議録（第２号） 

平成29年９月11日（月） 

      

  

（午前９時30分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、９番 楠本君、

11番 田中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（岡 弘悟君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は18人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順番により発言を許します。 

 順番１、10番 森下君。 

〔10番（森下伸吾君）登壇〕 

○10番（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今、議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従い一般質問を行わせていただき

ます。 

 今回の一般質問、１項目めとしまして、庁

内に外国人や聴覚障がい者向けの会話支援ア

プリとタブレット端末の導入について、お聞

きいたします。 

 近年、市役所などで来庁者、外国人や聴覚

障がい者とのコミュニケーションの手段とし

て、多言語音声の翻訳システムと会話が文章

で表示される聴覚障がい者コミュニケーショ

ン支援システムを取り入れる先進自治体の取

り組みが話題となっております。同アプリは

外国語を日本語に自動的に翻訳したり聴覚障

がい者向けに会話を文章に変換することがで

き、市役所に来庁した外国人や聴覚障がい者

とのコミュニケーションの手段として、市民

サービスの向上を図ることができます。 

 今後、本市でも多人種の外国人観光客や転

入、転出も多くなることも予想されます。外

国人や聴覚障がい者とのコミュニケーション

を円滑に図り、市民サービスの向上につなげ

るため、会話支援アプリとタブレット端末を

早期に導入すべきだと考え、当局の見解をお

伺いいたします。 

 １、現在、本市の外国人や障がい者に対す

る窓口対応への取り組みについて。 

 ２、庁内窓口及び観光窓口等への会話支援

アプリとタブレット端末の導入について。 

 次に、２項目めとしまして、万一の備えと

しての自転車保険加入について、お聞きいた

します。 

 自転車は買い物や通勤、通学、またはレジ

ャーなど多くの目的で市民に利用されていま

す。さらに、和歌山県はサイクリング王国・

わかやまを宣言し、県下にサイクリングロー

ドを整備し、観光の一環として県内外のサイ

クリストの集客に取り組んでいます。その一

方、自転車の利用者が増えることで自転車に

関する交通事故も起こり得ます。 

 そこで、自転車利用中の事故について、他

人にけがをさせてしまった場合など、相手の

生命または身体の損害を補償する保険として、
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自転車損害賠償保険、通称自転車保険の加入

を義務づける自治体が増えています。 

 そこで、被害者の救済、加害者の負担軽減

のための万一の備えとしての自転車保険の加

入義務化や加入を強く促す対策はあるか、お

伺いいたします。 

 以上、私の１回目の質問といたします。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君の質問項

目１、外国人や聴覚障がい者向けの会話支援

アプリとタブレット端末の導入に対する答弁

を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）庁内に外国人や聴

覚障がい者向けの会話支援アプリとタブレッ

ト端末の導入についてお答えします。 

 一点目の、外国人や障がい者への窓口対応

についてですが、現在のところ庁内窓口に外

国人や聴覚障がい者が来庁されたときに利用

できる外国語翻訳や聴覚障がい者コミュニケ

ーション支援の機能を備えたタブレットは導

入していませんが、聴覚障がい者が来庁され

たときは、福祉課の手話通訳者等、職員がコ

ミュニケーションの支援を行うとともに、個

人で所有するスマートフォンに支援アプリを

取り入れることなどにより、コミュニケーシ

ョンを図っているところです。 

 次に、二点目の、庁内窓口等への会話支援

アプリとタブレット端末の導入についてお答

えします。 

 今後、本市でも外国人観光客の増加による

対応力向上や聴覚障がい者を持つ市民に対す

るサービス向上のため、外国語翻訳や聴覚障

がい者コミュニケーション支援の機能を備え

たタブレットの活用を進めたいと考えていま

す。具体的には、マイナンバーカードの申請

などに活用するため、内閣府から７月に１台、

９月に３台の計４台配置されたタブレットに

コミュニケーション支援の機能を備えたアプ

リも追加し、庁内窓口において利用したいと

考えています。利用する窓口は、既に設置し

ている市民課と、９月中にマイナンバー事務

に関係する税務課、福祉課、こども課を予定

しています。 

 なお、利用開始時期については、内閣府へ

のアプリ追加申請や利用に係る運用ルールの

整備も必要になることから、年内の運用開始

に向けて準備を進めたいと考えています。今

後、会話支援アプリの利用状況や効果を検証

した上で、他の窓口へのタブレット追加も検

討していきたいと考えています。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）次に、観光窓

口等への会話支援アプリとタブレット端末の

導入についてお答えします。 

 年々増加するインバウンドへの多言語対応

は当然必要であると考えており、今後、市役

所においては、総務課が設置する庁内用端末

などにより多言語対応する予定であります。 

 また、駅前の観光案内所などについては、

当面は無料翻訳アプリケーションを利用した

端末機や指さしボードなどのアナログツール

により対応してまいります。 

 また、今後、外国語を話せる職員、社員等

のサポート制度を活用した柔軟な支援で対応

したいと考えております。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君、再質問

ありますか。 

 10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 それでは、ご答弁いただきましたので、再

質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、ご答弁の中でありましたように、支

援アプリを備えたタブレットの活用について

は、年内の運用開始に向けて準備を進めてい
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くということでありましたので、あえてもう

これ以上言うことはないんですが、せっかく

なのでもう少し掘り下げてお聞きしたいと思

います。 

 市役所の庁内と観光窓口に分けてお伺いし

たいと思いますが、まず、庁内、市役所につ

いて、聴覚障がい者の方に対しては手話通訳

者の職員や個人のスマートフォンの支援アプ

リで対応されているということでありました

が、手話通訳者がいればそれで対応していた

だけるとは思いますが、そうでない場合は個

人の所有であるスマートフォンを業務で使っ

ておるということでありますので、少しこれ

に関しては問題があるんではないかなという

ふうに思います。 

 ですので、支援アプリを使っている方もい

らっしゃるとは思うんですが、通訳者がいな

いとき、どういうふうな対応をされているの

か。まず、そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）いつも手話通

訳者が対応できるとは限らないということで

ございますけれども、実際、今のご質問の中

で、スマートフォンへの無料アプリを使うの

は、当然、庁内の職員もございますけれども、

障がい者ご自身がお持ちの方も最近増えてき

ておるというようなことでございまして、や

はり手話通訳者が対応できないときもあるこ

とはあるんですけども、そのときは障がい者

の方のほうがそういうふうなある程度の準備

をしていただいておりまして、今のところ大

きなトラブルは出ていないというふうに認識

しております。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）聴覚障がい者の方個人

のスマートフォンで対応されているというこ

と、アプリで対応されているということは、

やはり、あればその分便利になりますし、職

員の方も不安にならん、両方ともお互いに不

安にならずにコミュニケーションがとれるの

ではないかなというふうに思います。ですの

で、やはりそういったアプリを導入していく

ことは、市民サービスから考えても有用では

ないかなというふうに思います。 

 今は聴覚障がい者の方でありましたが、そ

のほか庁内に、例えば外国からの観光客もそ

うですけども、例えば海外の方でこの市内に

住んでいらっしゃる方も、外国人の方もいら

っしゃると思いますが、そういった方の対応

で、窓口で言葉が通じず困ったというような

事例とかは今までございますか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）役所の窓口の

いわゆる観光客に対しての対応なんですが、

直接受付のところへ来ていただいたり、市民

課のほうへ来ていただいたりすることが非常

に多いです。そういう状況の中で、庁内にも

英語のしゃべれる人材もおりますので、直接

窓口へ行かせていただいたり、電話でやりと

りしながら臨機応変にそういった支援を協力

しながらしておる、そういう状況であります。 

○議長（岡 弘悟君）観光客だけではなくて、

市内に在住の方の話も。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中忠男君）市民生活部の

ほうでは市民課も抱えておりますし、税務、

納税も抱えております。ただ、今、議員言わ

れたように、外国籍の方で全く日本語がしゃ

べれない方については、今、経済推進部長が

申し上げたような形をとらせていただいてお

ります。ただ、人数的にはかなり少ない、ほ

とんどございません。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）今現在はそんなに困っ

たことはないということでありますが、今後
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そのあたりで増えると思われる外国人対応と

いうことにありましても、やはりこの支援ア

プリというのはすごく有用ではないかなとい

うふうに思います。 

 実際にこのアプリを使ってみますと、少し

前だと、アプリの性能といいますか、誤訳と

か間違った文章や翻訳もされておったんです

が、技術革新によってその精度がだんだん上

がってきております。アプリを導入している

法人や自治体や教育機関も多くて、例えばＵ

Ｄトークというアプリがあるんですが、この

アプリを導入している自治体は200件以上ご

ざいまして、特にその中では50の大学でも導

入をされているというアプリであります。 

 実際このアプリを使ってみて、今、ご答弁

いただいているのかなというふうに思います

が、もし使っていらっしゃったら、その辺の

感想とかいかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）現在のところ、Ｕ

Ｄトークアプリ、これにつきましては庁内で

は活用していないという状況でございます。

このＵＤアプリにつきましては、個人は無料

なんでございますけども、法人の場合は有料

となっておりまして、練馬区役所のほうに問

い合わせをしたんですけども、ＵＤトークの

年間の使用料につきましては28万8,000円程

度が必要と。練馬区役所はプレミアム仕様と

いうのを使っておりまして、年間80万円程度

が必要であるというふうに聞いております。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）ありがとうございます。 

 実際いろいろな機能を法人で使うとなると

有料になるアプリもございます。ですので、

そのあたりまた研究していただいたらと思う

んですが、実際にこのタブレットの中に今そ

のアプリを入れさせていただいておるんです

が、やはりすごく便利になっております。ボ

タン一つ押せば性能もわかるようになってい

ます。 

 例えば、これで翻訳もしますので、一度聞

いていただくと。ちょっと聞こえなかったで

すか。中国語で今話しておるんですが、そう

いった、中国語も話せますし、英語も話せる

ということであります。ですので、英語の場

合は対応できる職員の方もたくさんいらっし

ゃると思うんですが、それ以外の言語に関し

ては対応できないというときには、やはりこ

ういったアプリも有用ではないかなというふ

うに思います。 

 そこで、観光窓口のほうに移りたいと思い

ます。現在、支援アプリを備えたタブレット

というのは、もう一度確認なんですが、こう

いったアプリを活用はしていないということ

ですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）私のとこで、

いわゆる自治体向けのアプリであったりオリ

ジナルのアプリは使ってないんですが、一般

的に出回っている無料アプリの翻訳版につい

ては、例えばグーグル翻訳アプリとかボイス

トラ、こういったアプリについては使わせて

いただいております。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）そこで、今後柔軟に対

応していきたいということでご答弁いただい

たと思いますが、具体的にもう少しそのあた

り、柔軟にというのは具体的に教えていただ

ければと思います。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今、議員から

おただしがありましたように、私のところは

今、観光案内所のほうでだいたい、外国人の

いろんな対応をさせていただいておるわけな

んですけど、現在、案内所の所長は大手のエ

ージェントで長い間勤務しておりまして、海
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外への留学のそういった経験もあります。そ

ういうことから、英会話に関しては本当に、

そんなに専門的なことも聞かれませんので、

ほとんど不自由なしにコミュニケーションの

対応ができておるようです。その職員がいな

い場合は、手づくりの英語版のマップをつく

ったり、情報ペーパー、そういったものを見

ていただきながら、いわゆる片言の、ボディ

ランゲージも含めた会話で何とか通じておる

ようです。 

 それでもだめな場合は所長に連絡してもら

ったりしておるわけなんですけど、それ以外

に、今、県が主体となって、これは契約に年

間2,000円必要なんですが、電話で問い合わせ

させていただければ、10言語に対しての電話

のやりとりをする。お客さまが直接その電話

に出ていただいても結構ですし、事務所の職

員が出てもいい。そういうサービスを県が主

体になってやっていただいております。そこ

まで私のところ、今、そんなに不自由を感じ

ておらないので、その契約はしておらないん

ですが、これからＤＭＯを立ち上げたりして、

この高野山麓にたくさんの外国人が来るよう

になれば、そういったことも検討したいと思

っています。 

 それと、これは一般社団法人の関西観光本

部が主体で実施されております関西おもてな

しバッジという、胸に私はこういう言語が、

外国語がしゃべれますよといった、そういう

バッジをボランティアでつけていただいて、

これは語学のレベルには全く関係ないんです

が、話しかけていただいても結構ですよとい

う、そういうお示しをする制度をやっており

ます。県内全体で今、450名の方に協力いただ

いておるようですが、こういった部分につい

ても橋本市で今増やしていこうという取り組

みをしております。これもいろんな言葉をし

ゃべれる方がいて、基本的に英語、中国語、

韓国語のバッジがあって、それ以外の言語に

ついては無地になっていますので、自分でそ

のしゃべれる言葉を書いていただく。そうい

ったことの取り組みによって、いろんな柔軟

な外国人対応を進めていきたいと考えており

ます。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）県のそういった対応と

か、いろいろ今取り組んでいただいておると

いうことをいろいろ聞かせていただきまして、

実際まだそこまで困っていないということだ

とは思うんですが、もしわかれば、駅前の観

光案内所をどれぐらいの外国人観光客が訪問

されているのか、一度ここで聞かせていただ

きたいと思うんですが。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）平成28年度の

実績で、外国人の訪問者は283名おられました。

ちなみに、平成20年度には43名、５年後の25

年度には108名。そこからしましても非常に増

えておるということがわかります。そういう

状況であります。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）ありがとうございます。

今の推移を見てみましても、やはり年々増え

てきているということでありますし、これか

らも増えるであろうということであります。

ですので、やはり先に先にそのあたり、オリ

ンピックもございますし、早目に手を打って

いけば、そういったおもてなしでお迎えする

こともできるんではないかなというふうに思

います。 

 今も実際に、橋本駅から国道のホテルへ向

いて大きな荷物を引っ張って歩いている外国

人の方もたまに見かけたりもします。ですの

で、決してこの橋本市でおりていないわけで

はないなというふうにも感じるわけでありま

すので、そういった面で、まずはこの庁内で
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窓口に実際に取り入れていただくということ

でありますので、取り入れていただいて、そ

れを一度検討していただいて、さらにスマー

トフォン、タブレットを広げていただけるよ

うに希望しまして、私の１回目の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、万

一の備えとしての自転車保険加入に対する答

弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）万一の備えとして

の自転車保険加入についてお答えします。 

 議員おただしの自転車保険の加入義務化に

ついては、現在、近畿２府４県のうち大阪府、

兵庫県、京都府、滋賀県が条例制定され、奈

良県と和歌山県が未制定となっています。和

歌山県に確認したところ、他自治体の条例は

努力義務であり罰則規定がないことから、条

例制定よりも広報啓発活動に重点的に取り組

む方針であり、交通事故をなくする県民運動

推進協議会や警察及び関係団体等による啓発

活動等に自転車保険への加入を促進するとと

もに、テレビ、ラジオ等の広報媒体の活用や

県内小・中学校へのチラシ配布を行っている

とのことでした。 

 また、和歌山市についても県と同様、条例

化の動きはなく、広報啓発活動に重点的に取

り組んでいるとのことでした。 

 橋本市としましても、独自に条例を制定す

る考えはありませんが、高齢者が増える現状

に鑑み、また、中学校統合により自転車通学

の範囲も広くなったことから、関係団体と連

携を図りながら、自転車保険の重要性や必要

性について広報啓発活動に努めていきたいと

考えています。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君、再質問

ありますか。 

 10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）それでは、二つ目の質

問に移りたいと思います。 

 ご答弁の中では、自転車保険の加入義務化

の条例は制定するつもりはないけども、広報

や啓発に努めるということであったと思いま

す。先ほども部長いろいろとご答弁いただい

た広報啓発は県に関することであったと思い

ます。さらに今後、広報啓発に関して市で取

り組んでいこうというふうにお考えのことが

もしあれば、教えていただければと思います。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）現在の状況でござ

いますが、自転車加入啓発チラシが県から市

に郵送されてきております。それを庁内各課

に回覧するとともに、庁内掲示板にも掲示し

ておるところでございます。各小・中学校に

も配布している状況ではございますが、今後、

関係団体とも協議しまして、広報や啓発活動

に努めていきたいと考えております。 

 具体的に申し上げましたら、交通安全週間

等での啓発などができればというふうに考え

ております。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）ありがとうございます。

これからさらに強く啓発を求めていってもら

いたいと思います。進めていっていただきた

いと思います。やはり自転車というのは、ル

ールを無視することによって被害者にも加害

者にもなる可能性があります。自転車であっ

ても被害者が命を落とすということもあると

思います。加害者として歩行者を死傷させて

しまった場合、厳罰を科せられたり多額の損

害賠償責任を負ったりするケースも今までも

あります。 

 先ほどのご答弁の中でも、近畿では４府県

が条例化されておるということでありますが、

どちらかというと和歌山は何にしてもちょっ
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と遅れているのではないかなというふうにい

つも思うんですけども、この自転車保険等へ

の加入を義務化しています、例えば名古屋市

のホームページにはいろんな事例も載ってお

ります。 

 名古屋市というのは自転車保険の加入義務

化をしましたというようなＣＭも作成して、

市民に対してユーチューブへアップして広報

をしております。その他も自転車事故事例も

掲載をしておりまして、例えば、男子小学生

が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と

正面衝突、女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻ら

ず、監督責任を問われた母親に賠償命令。判

決文で加害者が支払いを命じられた金額は

9,521万円であると、神戸地裁の裁判で起こっ

ております。 

 特に、小・中学生など未成年者に対する事

故も決して少なくないと思います。賠償責任

が当事者、児童ではなくて保護者となるケー

スも見受けられます。保険が掛かっていない

場合、突然のしかかる賠償責任によって家庭

の崩壊ということもあり得るのではないかと

思います。 

 そこでまず、やはり自転車によく乗る、自

転車でよく通学している中学生という形でお

話を聞きたいと思うんですが、中学生は学校

に自転車通学をしている学生もおります。そ

ういったときには、学校に届け出をしないと

許可をもらえないということを聞いておりま

す。そういう場合、自転車保険への加入をし

ていないと自転車通学を認めないというよう

な規則などは、実際今のところありますか。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）ただ今のおただし

にお答えいたします。 

 現在、中学校で自転車通学を認めておりま

すのは、北中学校を除く４校でございます。

義務化につきましては、橋本中央中学校統合

の際に、統合準備会等での話し合いの中で義

務化ということで、登録を条件に許可をして

いるというところでございます。橋本中学校

の自転車通学につきましては、基本、徒歩と

いたしますが、エリアを設けず許可制とする

ことになっております。条件としましては、

普通自転車でありＳＧマークつきのヘルメッ

トをかぶること、防犯登録の自転車であるこ

と、それから今おっしゃいました自転車保険

に加入したものに限定して許可をしておると

ころでございます。他の３中学校区について

は、推奨をしておりますが、これを条件に認

めるということではございません。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）橋本中学校では保険を

加入義務化しておるということであります。

橋本中学校でもし可能であれば、ほかの３校

も加入を義務化することは可能ではないかな

というふうに思いますが、その点はいかがで

すか。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）通学等の安全対策

等につきましては、一応、各学校の判断とい

うことでそれぞれの安全委員会等により判断

をいただいているところでございます。 

 今後につきましては、統一できるような方

法も考えてまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君。 

○10番（森下伸吾君）橋本中学校がよくてほ

かがよくないというか、やっぱり統一したほ

うが、そのあたりは中学生にとってもご父兄

にとっても、やはりこれは公平さに欠けるの

ではないかなというふうに思います。保険に

入ることで保護者に負担がかかるんだという

ことですが、やはり事故を起こせばそれ以上

の賠償を負わなければならないということを
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保護者の方に理解していただいて、しっかり

と保険に入っていただけるように強く勧めて

いただきたいと思います。 

 そして、行政側も市民の安全を第一に、自

転車保険の義務化や、できないのであれば、

まず取り急ぎ自転車保険の加入を強く促して

いくという対策を検討していただきたいと思

います。事故は誰も起こしたくて起こすので

はなくて、自転車を利用されている方にはマ

ナーとルールを守っていただくということを

再認識していただいて、安全運転に強く努め

ていただくための広報をさらに進めていただ

きたいということをお願いしまして、私の一

般質問を終わりたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）10番 森下君の一般質

問は終わりました。 

                     

                                           

 


